
消防による立入検査のご協力について 
 

 

消防の立入検査は、防火対象物の実態把握・消防法令の適合状況を確認し、火災予防

条例上適切な指導を行うことにより、出火防止や万が一の出火に際して被害を最小限に

とどめるために実施するものです。 

立入検査につきましては、消防本部予防課、各消防署及び分署にて実施しております

が、火災等の災害が発生した場合は、立入検査を中断して出動することもあります。 

各事業所におかれましては、貴重な財産・人命を守るために消防が実施する防火対象

物への立入検査の実施についてご理解・ご協力をお願いいたします。 

 また、立入検査を実施する場合については、緊急の立入検査を除いて事前に連絡を致

します。 

 

 

                    立入検査についてのお問い合わせ 

                消防本部予防課 ０４８－９８２－３９１９ 

                 吉川消防署 ０４８－９８２－３９３１ 

                   南分署 ０４８－９８４－０１１９ 

                 松伏消防署 ０４８－９９１－２２３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yoshimatsu-119.jp/osirase/yobouka/tenkenn.pdf
http://www.yoshimatsu-119.jp/osirase/yobouka/kakusyutodoke.pdf

